
甲府市の減免等制度一覧

（福祉保健部内資料）

平成２９年６月末現在
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【　市民部　】

1 国民健康保険料の減免

次の項目に該当される方は減免を受けられます。
１-１．貧困のため市民税を免除されている者
２-１．災害等で資産に損害を受け納付が著しく困難。
２-２．主たる所得者が疾病等で休廃業し、当該年中の所得が基準に該
当。
２-３．主たる所得者が倒産等により失業し、当該年中の所得が基準に該
当。ただし、特定受給資格者・特定理由離職者として雇用保険受給資格者
証を受けている者は国の制度による軽減が適用される為、本市制度の適
用から除外。
２-４．前年度において債務返済のため居住用資産を譲渡し納付が著しく困
難。
２-５．その他、市長が特に必要と認めた場合

甲府市国民健康保険条
例(21条）及び施行規則
（19・20条）

甲府市国民健康保険料
減免要綱

国民健康保険課
保険料係

2 一部負担金の減免・徴収猶予

　災害などで家屋に損害を受けたり、廃業・失業などで生活が著しく困難に
なったりして、一時的に入院等による医療費の支払いが困難になった場
合、申請により認められると、病院の窓口での自己負担額を減額または免
除、もしくは徴収猶予します。
●対象となる場合
１．震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保
険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
２．干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理
由により収入が減少したとき。
３．事業又は業務の休止、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
４．上記項目に掲げる事由に類する事由があったと認めたとき。

国民健康保険法
甲府市国民健康保険一
部負担金減免、徴収猶
予の取扱要綱

国民健康保険課
給付係

3

使用料及び手数料の減免
(１)一般診断書及び一般証明書
手数料(２)死亡診断書（死体検
案書）及び鑑定書(３)死体検案
料(４)上記(１)～(３)で掲げるも
の以外のもの

次の各号の一に該当する者に対しては、使用料及び手数料を減免するこ
とができる。
(昭49条例36・改)
(1)　生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2)　その他市長が特に減免の必要ありと認める者

甲府市国民健康保険直
営診療所条例

-
国民健康保険課
経営係

4
国民年金保険料の免除（免除
は国の制度です）

　法定免除(障害基礎年金受給者・生活保護生活扶助料受給者）と一般免
除があり、天災、離職、倒産その他経済的な理由により納付が困難な場
合、申請等に基づき、保険料の一部又は全額を免除します。

国民年金法 -
市民課
国民年金係

5 印鑑に関する証明手数料免除
生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

6
印鑑登録証を亡失した場合の
印鑑登録証の交付手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

担当課係ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等
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【　市民部　】

7 身分に関する証明手数料免除
生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

8
埋火葬に関する証明手数料免
除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

9
住民票又は戸籍の附票に記載
された事項に関する証明手数
料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

10
住民票又は戸籍の附票の写し
の交付手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

11
住民基本台帳法（昭和42年法
律第81号）に基づく公簿の閲覧
手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

12

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁
気ディスクをもって調整された戸
籍に記録されている事項の全
部、個人若しくは一部の事項の
証明書の交付手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

13

除籍の謄本若しくは抄本又は磁
気ディスクをもって調整された除
籍に記録されている事項の全
部、個人若しくは一部の事項の
証明書の交付手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

14
戸籍に記載した事項に関する証
明手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

15
除籍に記載した事項に関する証
明手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

16

戸籍の届出若しくは申請の受理
の証明又は届書その他市長村
長の受理した書類に記載した事
項の証明手数料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係
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【　市民部　】

17
戸籍の届書その他市町村長の
受理した書類の閲覧手数料免
除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

19
個人番号カードの再交付手数
料免除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

20
通知カードの再交付手数料免
除

生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。 甲府市手数料条例 -

市民課
受付係

20 市税に関する証明手数料免除
生活保護法の規定による保護を受けている者が、その旨申し出た場合に
は全額免除します。

甲府市手数料条例 -

市民税課
法人諸税係
資産税課
証明係
収納課
収納係

21 市県民税・法人市民税の減免

　次の項目に該当する場合は、申請により税額の一部又は全部が免除さ
れます。
１．生活保護法の規定による保護を受けている者
２．失業、疾病等により当該年中の所得が基準に該当し、市民税を納付す
ることが著しく困難となった者
３．納税義務者が死亡し、その納税義務を継承すべき相続人の当該年中
の所得が基準に該当し、市民税を納付することが著しく困難となった場合
４．学生又は生徒（所得税法に規定する勤労学生）
５．公益社団法人又は公益財団法人で収益事業を営まないもの
６．震災、風水害、火災その他これに類する災害により、基準に該当する者
７．冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害で、基準に該当する者
８．その他、特に必要と認めた場合

甲府市市税条例及び施
行規則

市民税の災害減免要領

市県民税減免運用基準

市民税課
個人市民税係
法人諸税係

22 軽自動車税の減免

　次の項目に該当する場合は、申請により税額の全部が免除されます。
１．公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
２．天災その他これに類する災害により減免を必要とする者が所有する軽
自動車等
３．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの
方で一定の要件に該当する者
４．生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有し、かつ、使用す
る軽自動車等

甲府市市税条例及び施
行規則

身体障害者等に対する
軽自動車税減免事務取
扱要綱
軽自動車税に関する事
務取扱要綱

市民税課
法人諸税係

23
固定資産税及び都市計画税の
減免

　次の項目に該当する場合は、申請により税額の一部又は全部が免除さ
れます。
１．生活保護法の規定による保護を受けた者
２．生活保護以外の扶助を受けた者で、特に納税の資力に乏しいと認めら
れた者
３．公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除く）
４．災害により被害を受けた農地又は宅地が基準に該当した場合
５．災害により被害を受けた家屋が基準に該当した場合
６．その他、特に必要と認めた場合

甲府市市税条例及び施
行規則

甲府市固定資産税減免
事務取扱基準

資産税課
土地係
家屋係

担当課係ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等

市民部計23制度
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【福祉保健部】

1 斎場使用料の減免
　市内に居住する者で使用料を納付することが困難と認められるものに対
しては、使用料が減額、又は免除されます。

甲府市斎場条例 -
健康衛生課
予防衛生係

2 予防接種費用の減免

①６５歳以上（６０～６４歳の障害者手帳１級相当を含む）の生活保護受給
者は、高齢者インフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチン予防接種の
費用が全額免除されます。
②妊娠を予定・希望する女性または妊婦の夫で生活保護受給者は、風し
んワクチン予防接種の費用が全額免除されます。

-

インフルエンザ予防接種
の実施に関する要綱

肺炎球菌ワクチンの定
期予防接種実施に関す
る要綱

肺炎球菌ワクチンの任
意予防接種実施に関す
る要綱

風しんワクチン予防接種
費用助成事業の実施に
関する要綱

健康衛生課
予防衛生係

3
基本健康診査自己負担金の免
除

　１９歳以上の生活保護受給者は、基本健康診査の自己負担金が全額免
除されます。

-
甲府市健康診査等事業
実施要綱

健康衛生課
保健係

4
健康の杜センター利用料金の
減免

　指定管理者は、減免申請書の提出により次の範囲で利用料を免除でき
ます。
①市内に住所を有する個人又は団体が、健康増進、介護予防又は子育て
支援を目的として施設（ゲートボール場及びトレーニング室を除く。）を利用
するとき。
②市内に住所を有する60歳以上のもの及びその付添者が、ゲートボール
場を利用するとき。
③前出①及び②に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認め、市
長の同意を得たとき。

甲府市健康の杜セン
ター条例
甲府市健康の杜セン
ター条例施行規則

-
健康衛生課
保健係

5 いきいきプラザ利用料金の減免

　指定管理者は、減免申請書の提出により次の範囲で利用料を免除でき
ます。
①市内に住所を有する個人又は団体が、健康増進、介護予防又は子育て
支援を目的として施設（ゲートボール場及びトレーニング室を除く。）を利用
するとき。
②市内に住所を有する60歳以上のもの及びその付添者が、ゲートボール
場を利用するとき。
③前出①及び②に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認め、市
長の同意を得たとき。

甲府市いきいきプラザ条
例
甲府市いきいきプラザ条
例施行規則

-
健康衛生課
保健係

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係
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【福祉保健部】

6
後期高齢者医療制度保険料の
徴収猶予と減免

次の場合、申請により認められると、保険料を減額又は免除、もしくは徴収
を猶予します。
①世帯主又は被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害
等により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
②世帯主が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長
期間入院したことにより収入が著しく減少したとき
③事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により世帯
主又は被保険者の収入が著しく減少したとき
④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類す
る理由により世帯主の収入が著しく減少したとき

山梨県後期高齢者医療
広域連合後期高齢者医
療に関する条例
山梨県後期高齢者医療
広域連合後期高齢者医
療に関する条例施行規
則

山梨県後期高齢者医療
広域連合保険料徴収猶
予及び減免に関する取
扱要綱

高齢者福祉課
医療係

7
後期高齢者医療制度一部負担
金の徴収猶予と減免

次の場合、申請により認められると、病院の窓口での自己負担額を減額ま
たは免除、もしくは徴収を猶予します。
●①～④の事由により市民税が減免され、又は生活保護法に規定する要
保護者の状態となり、入院等による一部負担金の支払いが困難であると認
められたとき
●市民税が減免されている者又は生活保護法に規定する要保護者の状
態にある者が、①～④の事由により入院等による一部負担金の支払いが
困難であると認められたとき
①世帯主又は被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害
等により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
②世帯主が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長
期間入院したことにより収入が著しく減少したとき
③事業又は業務の休廃止、失業等により世帯主又は被保険者の収入が著
しく減少したとき
④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類す
る理由により世帯主の収入が著しく減少したとき

高齢者の医療の確保に
関する法律
高齢者の医療の確保に
関する法律施行規則
山梨県後期高齢者医療
広域連合後期高齢者医
療に関する条例施行規
則

山梨県後期高齢者医療
広域連合療養給付費一
部負担金の減免等に関
する取扱要綱

高齢者福祉課
医療係

8
上九の湯ふれあいセンター施設
使用料の減免

条例第12条の規定による利用料金の減額又は免除の範囲は、次のとおり
とする。
①市内に住所を有する者で身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）
第１５条第４項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者…温
泉施設の一般の利用料金から２００円減額
②市内に住所を有する者で山梨県療育手帳交付規則（平成１５年山梨県
規則第２９号）第４条第２項の規定による療育手帳の交付を受けている者
…温泉施設の一般の利用料金から２００円減額
③市内に住所を有する者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項の規定による精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている者…温泉施設の一般の利用料金から２００円
減額
④教育課程に基づく教育活動として利用する小学校及び中学校の児童又
は生徒及びこれらの引率者…免除
⑤公益を目的とするものが、温泉施設以外の施設を利用するとき…免除
⑥前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める者
で市長の同意を得たもの…減額又は免除

甲府市上九の湯ふれあ
いセンター条例
甲府市上九の湯ふれあ
いセンター条例施行規
則

-
高齢者福祉課
高齢者支援係

担当課係ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等
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【福祉保健部】

9 介護保険料の執行猶予と減免

次の場合、申請により認められると、保険料を減額又は免除若しくは徴収
を猶予します。
①被保険者又は生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する
災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
②生計維持者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期
間入院したことにより収入が著しく減少したとき
③事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により世帯
主又は被保険者の収入が著しく減少したとき
④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類す
る理由により世帯主の収入が著しく減少したとき
⑤土地収用法、その他の法律の定めるところにより土地等を収用し、又は
使用することが出来る公共事業によって、土地の収用等による譲渡所得が
ある被保険者が、規則で定めるところの代替資産を取得したとき
⑥上記に掲げるもののほか、市長が認める特別の理由があるとき

甲府市介護保険条例及
び施行規則

甲府市居宅介護サービ
ス費等の額の特例等並
びに介護保険料の徴収
猶予及び減免取扱要綱

介護保険課
保険給付係

10
介護保険料の利用者負担の減
免

次の場合、申請により認められると、一定期間の利用者負担を減額しま
す。
①被保険者又は生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する
災害等により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたと
き
②生計維持者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しく
は長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき
③事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により世帯
主又は被保険者の収入が著しく減少したとき
④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類す
る理由により世帯主の収入が著しく減少したとき

甲府市介護保険条例及
び施行規則

甲府市居宅介護サービ
ス費等の額の特例等並
びに介護保険料の徴収
猶予及び減免取扱要綱

介護保険課
保険給付係

11 介護保険料の減額（個別減免）
　恒常的な低所得者（保険料の所得段階が第１、第２、第３段階の方）を対
象に、収入・預貯金や不動産等の資産の一定の要件を満たす場合に、申
請により保険料を減免します。

甲府市介護保険条例及
び施行規則

甲府市介護保険料の個
別減免に関する取扱要
綱

介護保険課
保険給付係

12
社会福祉法人等による利用者
負担の減額

　低所得者が社会福祉法人等の行うサービスを利用した際の利用者負担
が減額されます。

-

甲府市社会福祉法人等
利用者負担軽減措置事
業実施要綱

甲府市社会福祉法人等
による利用者負担軽減
に関する事務取扱要領

介護保険課
保険給付係

13
施設サービス等利用者の負担
限度額の設定

　介護保険施設等への入所者（短期入所を含む）の方の食費及び居住費
（滞在費）を、所得の状況に応じて減額を行います。

介護保険法、介護保険
法施行規則及び甲府市
介護保険条例施行規則

-
介護保険課
保険給付係

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係
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【福祉保健部】

14 要介護者等利用者負担の助成
老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税者、又は境界層所得区分の者
で市民税世帯非課税者に対して、介護サービス利用時に発生する利用者
負担（1割負担）分の2分の1を助成します。

-
甲府市要介護者等利用
者負担助成事業要綱

介護保険課
保険給付係

15
自動車税・自動車取得税の減
免

　身体・知的・精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にす
る家族、若しくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場
合、軽自動車税及び自動車取得税が減免されます。

障がい福祉課
医療支援係

16
軽自動車税・自動車取得税の
減免

　身体・知的・精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にす
る家族、若しくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場
合、軽自動車税及び自動車取得税が減免されます。

障がい福祉課
医療支援係

17
ＮＨＫ受信料（衛星放送を含む）
の免除

　障害の程度、課税状況等により、ＮＨＫ受信料が全額又は半額免除され
ます。

障がい福祉課
相談支援係

18
社会福祉法人等による利用者
負担の減額

　低所得者が社会福祉法人等の行うサービスを利用した際の利用者負担
が減額されます。

-
甲府市社会福祉法人等
利用者負担軽減制度事
業実施要綱

高齢者福祉課
地域包括支援係

担当課係

障がい福祉課で行っている業務は、介護者運転で
減免を受ける時に必要な減免資格証明書の交付
のみであり、実施主体は山梨県

障がい福祉課で行っている業務は、介護者運転で
減免を受ける時に必要な減免資格証明書の交付
のみであり、実施主体は市民税課（身体障害者等
に対する軽自動車税減免事務取扱要綱）

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等

障がい福祉課で行っている業務は、免除基準該
当証明書の交付のみであり、実施主体は日本放
送協会

福祉保健部 計18制度
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【子ども未来部】

1
母子生活支援施設措置費・助
産施設措置費の減免

　披措置者又はその扶養義務者が災害、疾病等により著しく所得が減少し
た場合に、申請に基づき措置費徴収額を減額し、又は免除します。

児童福祉法に基づく費
用の徴収に関する規則

-
子ども支援課
子育て支援係

2 保育料の減免

１．当該世帯の主たる所得者が、倒産等やむを得ない理由により失業又は
休廃業をし、
①当該世帯の申請月の前３か月の平均収入額が生活保護基準額を下
回った場合
②当該世帯の当該年中の所得見込額が、前年中の所得額に比べて１０分
の５以下に減少した場合
２．当該世帯の主たる所得者が、傷病により失業又は休廃業をし、当該年
中の所得見込額から傷病により支出した費用の額を控除した額が、前年
中の所得額に比べて１０分の５以下に減少した場合
３．当該世帯の居住用家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受け
たことにより、全焼又は全壊した場合、あるいは半焼又は半壊した場合
に、申請に基づき、保育料（利用者負担額）の減免を行います。

-
甲府市保育料減免取扱
要綱

子ども保育課
子ども保育係

3 保育料の軽減

①年収約３６０万円未満の多子世帯⇒第２子半額、第３子以降無料となり
ます。（国制度）
②年収約３６０万円未満のひとり親世帯等⇒第１子半額、第２子以降無料
となります。（国制度）
③年収約６４０万円未満の多子世帯⇒３歳未満の第２子以降無料となりま
す。（県制度）
④３子以上の多子世帯⇒３人目以降の児童１人あたり19,800円を市民税
所得割額から差引いて保育料を算出します。（市制度）
⑤ひとり親世帯等⇒保育料を1ランク下の階層へ下げます。（市制度）
⑥児童扶養手当を受給している非婚母子（父子）世帯⇒税制上の控除を受
けることができるとみなして保育料を算定します。（市制度）

甲府市特定教育・保育
施設及び特定地域型保
育事業の利用者負担額
に関する条例施行規則

甲府市第２子以降３歳
未満児利用者負担額無
料化実施要綱

甲府市特定教育・保育
施設及び特定地域型保
育事業利用者負担額軽
減事業実施要綱

甲府市利用者負担額寡
婦（夫）控除のみなし適
用に関する要綱

子ども保育課
子ども保育係

4
放課後児童クラブ保護者負担
金の減免

保護者が次に該当する場合は負担金を減額し、又は免除します。
①就学援助費の支給認定を受けている場合（100％免除）
②ひとり親である保護者で、児童扶養手当を全部受給している場合（30％
減額）
③ひとり親である保護者で、児童扶養手当を一部受給している場合（10％
減額）

-
甲府市放課後児童健全
育成事業実施要綱

子ども保育課
子ども保育係

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係

子ども未来部 計4制度　　
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【　環境部　】

1 一般廃棄物処理手数料の減免
　天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を
減免します。

甲府市廃棄物の減量
化、資源化及び適正処
理等に関する条例

甲府市廃棄物の減量
化、資源化及び適正処
理等に関する条例施行
規則

一般廃棄物処理手数料
減免取扱要領

収集課
収集衛生係

2
甲府市リサイクルプラザ利用料
金の減免

・後期高齢者医療被保険者証、障害者手帳（身体・療育・精神）のいずれか
の交付を受けていて、市内及び笛吹市内に居住する者。
・小学校、中学校及び高等学校（特別支援学校を含む）の児童又は生徒
で、市内及び笛吹市内に居住する者。（ただし土曜日に限る。）
・小学校及び中学校の児童又は生徒（市内及び笛吹市内に居住する者）で
牛乳パック１リットルサイズ２０枚を持参した者。

甲府市リサイクルプラザ
条例

甲府市リサイクルプラザ
条例施行規則

-
減量課
減量係

3
公設浄化槽受益者分担金及び
公設浄化槽使用料の減免等

　公設浄化槽受益者分担金及び公設浄化槽使用料に係わる徴収減免等
措置については次のとおりです。
（公設浄化槽受益者分担金）
　災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はそ
の徴収を猶予することができる。
（公設浄化槽使用料）
　公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免す
ることができる。

甲府市浄化槽事業条例 -
環境保全課
公害係

【　産業部　】

1
農業集落排水施設使用料の減
免

特別の理由があると認められるものに対しては、使用料が減額、又は免除
されます。(住民基本台帳と実際に住んでいる人数に違いがある場合、減
免を行う）

甲府市農業集落排水施
設条例
甲府市農業集落排水施
設条例施行規則

-
農政課
施設係

担当課係

担当課係

環境部 計3制度

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等

産業部 計1制度
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【　建設部　】

1 市営住宅使用料の減免

入居者又は同居者の収入が著しく低額、疾病により長期にわたって療養が
必要、災害により著しい損害を受けたとき、生活保護法に規定する住宅扶
助を受けている又はその他前事項に準ずる特別の事情があるときは、家
賃又は敷金の減免が受けられます。
※市営住宅駐車場も同様（現在は北新団地のみ）

甲府市市営住宅条例及
び施行規則

・収入が著しく低額、疾
病により長期の療養が
必要な時及び災害によ
り著しい損害を受けたと
きは、家賃の100分の10
に相当する額

・住宅扶助を受けている
場合は、住宅扶助の基
準に定められた額に相
当する額を超える額

・前事項に準ずる特別の
事情があるときは、市長
が別に定める額

住宅課
住宅係

【　教育部　】

1
甲府市立甲府商業高等学校授
業料の減免等

　生活保護世帯又はこれに準ずる程度に困窮している世帯や保護者の住
居又は家財が半壊又は半焼以上の被害を受けたとき等、納付が困難と認
められる生徒に対して、申請に基づき授業料及び入学料を減免します。

甲府市市立高等学校授
業料、入学料及び入学
審査料条例

甲府市市立高等学校授
業料及び入学料減免基
準

甲府商業高等学
校事務局
庶務係

2
甲府市立甲府商科専門学校授
業料の減免

　死亡、休学その他の特別の事情がある場合は、申請に基づき授業料を
減額し、又は免除されます。
　 その他の特別の事情とは、生活保護世帯又はこれに準ずる程度に困窮
している世帯や保護者又は学生の住居又は家財が半壊又は半焼以上の
被害を受けたとき等と確認できる場合です。

甲府市立甲府商科専門
学校授業料、入学料及
び入学検定料条例

甲府市立甲府商科専門
学校授業料減免基準

甲府商科専門学
校
庶務係

担当課係

教育部 計2制度　

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係

建設部 計1制度

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等
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【　上下水道局　】

1 水道料金の減免等
  使用者が善良な管理を行っている給水装置が故障し、地中漏水等があっ
た場合に水道料金と下水道使用料を減額します。

甲府市水道事業給水条
例及び甲府市水道事業
給水条例施行規程

漏水等に伴う水道料金
及び下水道使用料の減
額に関する要綱

営業課
営業係

2 下水道使用料の減免等

次の事由に該当する場合は、減免します。
（１）使用者が水道料金の減額又は免除を受けた場合
（２）水道、井戸その他の汚水が直接公共の用に供することにより生ずる場
合
（３）災害等により公共下水道の効力を失った場合
（４）その他特別に管理者が認めた場合

甲府市下水道条例及び
甲府市下水道条例施行
規程

漏水等に伴う水道料金
及び下水道使用料の減
額に関する要綱

営業課
営業係

3
震災・風水害・火災　その他これ
に類する災害による減免等

災害等により給水装置が破損したことによる漏水があった場合に、減免し
ます。

平成28年4月1日から、東日本大震災の被災者及び福島県原子力発電所
事故の避難者に対し、水道料金及び下水道使用料を免除します。
免除期間は、申請のあった日から平成29年3月31日まで。
※給水区域内の県営住宅等賃貸住宅に居住していること。
※水道契約者の平成28年度個人住民税が非課税であること。

甲府市水道事業給水条
例及び甲府市水道事業
給水条例施行規程

漏水等に伴う水道料金
及び下水道使用料の減
額に関する要綱

営業課
営業係

4 加入金の減免等

　口径20ミリメートル以下で新設又は改造する場合において、給水区域内
に引き続き3年以上居住し、かつ、給水契約のあった者に係る加入金の額
は、次の左欄に掲げるメーターの口径に応じ、当該右欄に掲げる加入金の
額に100分の108を乗じて得た額としています。
　　　メーターの口径 　　　　　　　　加入金の額
　　　13ミリメートル 　　　　 80,000円    →　 60,000円
　　　20ミリメートル 　　　　160,000円　 →　120,000円
　また、次に掲げるものの加入金の免除を認めています。
（１）国又は地方公共団体等が施工する公共事業工事等にかかる
　　 工事用の臨時給水装置を新設する場合
（２）興業用等で20日を超えない期間を決めて使用される給水装置
　　 を新設する場合
（３）給水装置の所有権を継続した者が、その給水装置を撤去して
　　 同一敷地内の別の場所に同口径の給水装置を新設する場合

甲府市水道事業給水条
例

甲府市水道加入金徴収
事務取扱要綱

給排水課
給水装置係

担当課係ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等
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【　上下水道局　】

5 受益者負担金の減免等

　国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金
を徴収しないものとしています。
　また、次に該当する受益者の負担金を減免します。
(1)　国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土
地に係る受益者
(2)　地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している
受益者
(3)　国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に
係る受益者
(4)　生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受
益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5)　事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6)　前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免す
る必要があると認められる土地に係る受益者

甲府市都市計画下水道
事業受益者負担に関す
る条例及び甲府市都市
計画下水道事業受益者
負担金に関する条例施
行規程

-
計画課
管理計画係

6 簡易水道等料金等の減免
　公益上その他特別の理由があると認められたときは、料金及び加入金を
減額し、又は免除されます。

甲府市簡易水道等条例
及び甲府市簡易水道等
条例施行規則

-
水保全課
簡易水道係

合　計

上下水道局 計6制度　

58制度

ＮＯ 制度名 制度内容 法律、条例、規則等 要綱等 担当課係
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